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本報告書本文中に用いる分析の結果を表す用語の取扱いについて 

 

 本報告書の本文中「３ 分 析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりと

する。 

 

  ① 断定できる場合 

    ・・・「認められる」 

 

  ② 断定できないが、ほぼ間違いない場合 

    ・・・「推定される」 

 

  ③ 可能性が高い場合 

    ・・・「考えられる」 

 

  ④ 可能性がある場合 

    ・・・「可能性が考えられる」 

    ・・・「可能性があると考えられる」 
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要 旨 
 

＜概要＞ 

神戸電鉄株式会社の新開地
しんかいち

駅発道場
どうじょう

南口
みなみぐち

駅行き４両編成ワンマン運転の下り  

普通第１９００１列車は、平成２５年５月２８日、三田線有馬口駅２番線を定刻に 

出発した。 

列車の運転士は、同駅構内の分岐器を速度約２５km/h で惰行運転中、異音を感じ、

直後に大きな音を聞いたため、非常ブレーキを使用して列車を停止させたところ、 

２両目の前台車が本来の進路と異なる有馬温泉駅方面に進入し、全２軸が右へ脱線 

していた。 

なお、１両目、２両目の後台車及び３両目は、本来の進路である道場南口駅方面に

進入して停止していた。 

列車には、乗客約６０名及び運転士１名が乗車していたが、負傷者はいなかった。 

 

 



 

 

 

＜原因＞ 

本事故は、三田線有馬口駅２番線を出発した列車が、有馬口駅構内の両開き分岐器

を通過後、ダブルスリップスイッチのポイントの右トングレール先端付近で、２両目

の前台車第１軸の右車輪のフランジがトングレールに乗り上がり、本来の進路と異な

る有馬温泉駅方面に進入して脱線したものと考えられる。また、前台車第２軸は、 

ダブルスリップスイッチのポイントでは本来の進路に進入したが、第１軸の異線進入

の影響により、ダブルスリップスイッチ内で右へ脱線したものと考えられる。 

２両目の前台車第１軸の右車輪が乗り上がったことについては、軌道、車両、電気

設備及び運転状況はそれぞれ同社の基準値又は使用限度値等内の状態にあったが、 

(1) 車両の長さ（１８.１４ｍ）よりも短い、１車両の第１軸から第４軸までの距 

離の範囲でＳ字状に変化する線形を車両が走行したことにより、車両の前台車 

第１軸が走行したときの横圧が大きくなったこと、 

(2) 事故現場に敷設されていた入射角を有するダブルスリップスイッチのトング

レール先端付近においては、通り変位が曲線半径を小さくする側に変化していた

ことから、比較的大きな横圧が発生しやすかった可能性があること、 

(3) 車両の車輪は、設計断面に比べてフランジが直立に摩耗していたことから、  

トングレール先端付近において、車輪のフランジ先端がトングレールに近づいて

おり、車輪のフランジ先端がトングレールに接触して乗り上がる可能性があった

こと 

が、複合したことによると考えられる。 
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１ 鉄道事故調査の経過 
 

１.１ 鉄道事故の概要 

神戸電鉄株式会社の新開地
しんかいち

駅発道場
どうじょう

南口
みなみぐち

駅行き４両編成ワンマン運転の下り  

普通第１９００１列車は、平成２５年５月２８日（火）、三田線有馬口駅２番線を  

定刻（１９時５９分）に出発した。 

列車の運転士は、同駅構内の分岐器を速度約２５km/h で惰行運転中、異音を感じ、

直後に大きな音を聞いたため、非常ブレーキを使用して列車を停止させたところ、 

２両目の前台車（車両は前から数え、前後左右は列車の進行方向を基準とする。）が

本来の進路と異なる有馬温泉駅方面に進入し、全２軸が右へ脱線していた。 

なお、１両目、２両目の後台車及び３両目は、本来の進路である道場南口駅方面に

進入して停止していた。 

列車には、乗客約６０名及び運転士１名が乗車していたが、負傷者はいなかった。 

 

１.２ 鉄道事故調査の概要 

1.2.1 調査組織 

運輸安全委員会は、平成２５年５月２９日、本事故の調査を担当する主管調査官

ほか２名の鉄道事故調査官を指名した。 

近畿運輸局は、本事故調査の支援のため、職員を事故現場に派遣した。 

 

1.2.2 調査の実施時期 

平成２５年５月２９日      現場調査 

平成２５年５月３０日      車両調査及び口述聴取 

 

1.2.3 原因関係者からの意見聴取 

原因関係者から意見聴取を行った。 
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２ 事実情報 
 

２.１ 運行の経過 

2.1.1 乗務員の口述 

事故に至るまでの経過は、神戸電鉄株式会社（以下「同社」という。）の新開地

駅発道場南口駅行き４両編成ワンマン運転の下り普通第１９００１列車（以下「本

件列車」という。）の運転士（以下「本件運転士」という。）の口述によれば、概略

次のとおりであった。 

事故当日は、１２時３０分ごろに出勤して点呼を受け、鈴蘭台
すずらんだい

駅から乗務を

開始した。鈴蘭台駅～三田駅間を２往復した後、鈴蘭台駅発新開地駅行きの列

車の運転をした。 

新開地駅に到着した列車は、折り返し本件列車となり、同駅を１９時１９分

（定刻）に出発して、有馬口駅２番線には１９時５７分（定刻）に到着した。

有馬口駅到着時の本件列車の乗客は約６０名で、各車両にほぼ同数の割合で分

散して乗車していた。 

出発信号機に進行信号が現示されていること及び出発指示合図器に「○」が

表示された（出発の指示）のを確認して、本件列車のドアを閉めて有馬口駅２

番線を１９時５９分（定刻）に出発した。出発後は力行２ノッチで運転を行い、

速度が２５km/h に達した後ノッチをオフにして、惰行運転で最初の分岐器

（２４号）を通過し、次の分岐器（ダブルスリップスイッチ*1、以下「ＤＳＳ」

という。）に進入した。その後に、「ボボボン」という音が聞こえたため違和感

を覚えていたところ、直後に「ドドドン」という大きな音がしたので、非常ブ

レーキを使用して列車を停止させた。本件列車が停止した後、運転席の左右の

窓から本件列車の後方を確認した際に、２両目の車両（以下「本件車両」とい

う。）が大きく右側に傾いていたため、本件列車が脱線したものと判断し、す

ぐに防護無線を発報した。また、運輸指令に本件列車が脱線した旨を報告して、

関係列車の停止手配をした。 

その後、本件列車から降りて脱線現場を確認し、車両の転動防止を行ってい

た時、有馬口駅の助役が本件列車に駆けつけてきたので打合せをし、有馬口駅

で列車の待ち合わせのために待機をしていた他の運転士２名とともに、乗客の

避難誘導をした。このときの天候は小雨であった。 

なお、本事故前に鈴蘭台駅～三田駅間を２往復しているが、いずれも本件列

                         
*1
  「ダブルスリップスイッチ」とは、特殊分岐器の一つで、ダイヤモンドクロッシング（２つの軌道が同一

平面で交差する軌道構造）の両側に渡り線（近接する２つの軌道を連絡する軌道構造）を取り付けた軌道を

いう。（Ｐ.６図２、Ｐ.４２参考付図 参照） 
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車と異なる有馬口駅の１番線から出発する経路であり、特に異常は感じなかった。 

 

2.1.2 運転状況に関する情報 

本件列車には、運転状況を記録する装置（以下「運転状況記録装置」という。）

が装備されている。同装置は、時刻、走行距離、列車速度、力行ノッチ動作及び 

ブレーキノッチ動作等を０.２秒ごとに記録する機能を有している。本件列車が  

有馬口駅２番線を出発してから停止するまでの間、記録されていた運転状況は、 

図１のとおりであった。 

なお、記録されていた速度は、実測試験等を実施して補正したものではないため、

誤差が内在している可能性がある。 

 

図１ 運転状況記録装置の記録 

 

なお、本事故の発生時刻は、2.1.1 及び 2.1.2 に記述した本件運転士の口述及び 

運転状況記録装置の記録から、非常ブレーキを使用した時刻の１９時５９分ごろで

あった。 

（付図１ 三田線路線図、付図２ 事故現場付近の地形図、付図３ 事故現場の配線

及び略図、写真１ 事故現場の状況、写真２ 事故現場の全景 参照） 

 

２.２ 人の死亡、行方不明及び負傷 

なし。 
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２.３ 鉄道施設及び車両等に関する情報 

2.3.1 事故現場等に関する情報 

(1) 有馬口駅は有馬線と三田線の連絡駅*2であり、１～４番線がある。有馬口

駅を出発して道場南口駅方面に向かう三田線の列車は、１番線又は２番線を

出発し、２４号分岐器（‘５０㎏Ｎレール用８番両開き分岐器*3’（以下「本

件両開き分岐器」という。））を背向*4で通過した後、‘５０㎏Ｎレール用  

８番ＤＳＳ’（以下「本件ＤＳＳ」という。）を通過する。 

(2) 本件列車は、‘有馬口駅２番線を出発して道場南口駅方面に向かう本来の

進路’（以下「本来の進路」という。）に進入し、その最前部は有馬口駅起点

０ｋ１４７.５ｍ（以下「有馬口駅起点」は省略。）付近に停止していた。脱

線した本件車両の前台車は、本来の進路とは異なる有馬温泉駅方面の進路に

進入し、第１軸及び第２軸の左右の車輪は、０ｋ１２６.３ｍ付近（前台車

中心）で本来の進路のレールから約１.０ｍ右にあった。なお、本件車両の

後台車及び３両目の車両は、本来の進路に進入して停止しており、脱線して

いなかった。 

（付図３ 事故現場の配線及び略図、写真１ 事故現場の状況、写真２ 事故現場

の全景 参照） 

 

2.3.2 鉄道施設に関する情報 

2.3.2.1 路線の概要 

同社の三田線有馬口駅～三田駅間は、延長１２.０㎞で、軌間は１,０６７㎜であ

る。また、動力は電気（直流１,５００Ｖ）である。 

（付図１ 三田線路線図 参照） 

 

2.3.2.2 線路に関する情報 

(1) 事故現場付近は、バラスト軌道に５０㎏Ｎレールが使用されている。まく

らぎは、分岐器では木まくらぎ、その他の区間ではＰＣまくらぎが使用され

ている。また、レール締結装置は、分岐器では犬くぎ及びタイプレート*5、

その他の区間では板ばね又は線ばねのレール締結装置が使用されている。 

                         
*2
  「連絡駅」とは、2つ以上の鉄道路線が乗り入れている駅で、相互に乗換えが可能な駅のことをいう。乗

換駅や接続駅ともいう。 
*3
  「両開き分岐器」とは、直線軌道が、左右対称に２方向に分かれる分岐器をいう。 

*4
  「背向」とは、分岐器を合流する方向に通過する向きをいう。 

*5
  「タイプレート」とは、レールとまくらぎの間に挿入する鉄板をいい、レールのまくらぎへの食い込みを

少なくする等の効果がある。 
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(2) 事故現場付近は、０ｋ０６２.４ｍ～０ｋ１０５.５ｍまでの間に、本件両

開き分岐器と本件ＤＳＳとが連続して設置されている。図２に、ＤＳＳを構

成する主な軌道部材を示す。 

(3) ＤＳＳは、４つの電気転てつ機*6により６つのポイント*7（本件ＤＳＳで

は、２６イ、２６ロ、２６ハ、２７イ、２７ロ、２７ハ）を転換して、列車

の進路を構成する。（付図３参照） 

(4) 本来の進路を走行する列車は、本件両開き分岐器を背向で通過後、本件 

ＤＳＳのポイントを２６イ、２６ハ、２７イ、２７ロの順に通過する。この

場合、列車が走行する線路の線形は、本件両開き分岐器内の右曲線（半径 

２３６ｍ、０ｋ０６６.４ｍ～０ｋ０８０.３ｍ）のあと、直線を経て、本件

ＤＳＳのポイント２６イの左曲線（半径１１８ｍ、０ｋ０８７.６ｍ～０ｋ

１００.２ｍ）となる、Ｓ字状の線形である。 

(5) 本件両開き分岐器のトングレール*8先端（０ｋ０８０.３ｍ）と、本件  

ＤＳＳのポイント２６イのトングレール先端（０ｋ０８７.６ｍ）の間の  

直線の長さは約７.３ｍである。 

(6) 両開き分岐器及びＤＳＳには、スラック*9が設定されている。本件ＤＳＳ

では、ポイント２６イのトングレール先端からポイント２７ロのトングレール

先端まで、１５mm のスラックが設定されている。なお、カント*10は設定さ

れていない。 

(7) 本件ＤＳＳのポイント２６イの右トングレールの形状は直線で、長さは 

４.２０ｍであり、図２に示すように、基本レール*11に対して入射角を有し

ている。本件ＤＳＳの入射角は約０.３８°である。 

(8) 事故現場付近の本件列車の進行方向を基準とした線路の勾配は０‰（水平）

であるが、０ｋ１４０.８ｍからは３３.３‰の上り勾配であり、０ｋ１０７.５ｍ

から０ｋ１７４.１ｍ間は縦曲線*12である。 

 

                         
*6
   「電気転てつ機」とは、電動機によりポイントを転換する機械のことをいう。 

*7
   ここでいう「ポイント」とは、分岐器を構成する部品のうち、軌道を分ける部分の装置のことをいう。 

*8
   「トングレール」とは、分岐器のポイント部に用いられる、転換される先端がとがったレールのことをいう。 

*9
   「スラック」とは、車両の輪軸（車輪と車軸とを組み立てたもの）が無理なく曲線を通過できるよう、曲 

線中の軌間を拡大する量をいう。 
*10  「カント」とは、曲線を走行する際の遠心力が走行安全性及び乗り心地に対して影響することを低減する 

ように設定された、曲線外側のレールと内側のレールとの高低差をいう。 
*11

  「基本レール」とは、分岐器のポイントに用いられる、トングレールが接するレールのことをいう。 
*12

  「縦曲線」とは、勾配の変更点の前後に挿入される、勾配の変化を滑らかにするための縦断方向の曲線の 

ことをいう。 
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図２ ＤＳＳを構成する主な軌道部材 

 

（付図３ 事故現場の配線及び略図、付図４ 本件ＤＳＳの状況及び痕跡、付図８ 

軌道と車両の寸法の関係、写真１ 事故現場の状況、写真２ 事故現場の全景、

写真３ 事故現場の軌道の痕跡の状況（その１） 参照） 

 

2.3.2.3 軌道の整備に関する情報 

軌道の整備については、「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」に基づき、

同社が近畿運輸局長に届け出ている実施基準（以下「届出実施基準」という。）の

一部である土木実施基準及び同社の社内規程である軌道検査要領で定められている。 

軌道変位については、軌間変位、水準変位、高低変位、通り変位 * 13及び

平面性変位*14の検査を１年周期で行うこととされ、一般軌道では、これらの軌道

変位が整備基準値に達した場合、早急に整備を行うこととされている。また、分岐

器では、これらの軌道変位の測定を分岐器内の決められた測点で行い、整備目標値

に達した場合、早急に整備を行うこととされている。 

一般軌道の整備基準値は表１、分岐器の整備目標値は表２のとおりである。 

 

 

                         
*13

  ここでいう「通り変位」とは、レール側面の長さ方向への凹凸をいい、一般的には長さ１０ｍの糸をレール 

の軌間内側面に張ったときの、その中央部における糸とレールとの距離（通り正矢）で表す。また、曲 

線部については、曲線半径による正矢量を差し引いた値で表す。 
*14

  ここでいう「平面性変位」とは、レールの長さ方向の２点間の水準の差をいい、平面に対する軌道のねじ
れ状態を表す。２点間の距離が２ｍであれば、２ｍ平面性変位という。 

：構成されている進路（本事故時と同じ） ：レール継目

基本レール

基本レール

スリップレール

ガード

トングレール
（形状：曲線）

トングレール
（形状：直線）

基本レール 可動レール

へ形レール

へ形レール

ガード

可動レール

トングレール
（形状：曲線）

可動レール

入射角※

※本件ＤＳＳでは、入射角は約0.38°である。

：転換されるレール

（26イ）

（26ロ）
（26ハ）

（27イ）
（27ロ）

（27ハ）

（ ）内の数字：本件ＤＳＳのポイント番号
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表１ 一般軌道の整備基準値     （単位：㎜） 

軌道変位の種別 
整備基準値 

本線 側線 

軌 間 ＋１４、－４ 

水 準 平面性に基づき整備を行う 

高 低 １５ ２４ 

通 り １５ ２４ 

平面性 １２（カントのてい減量を含む） 

注(1)高低、通りは、延長１０ｍにおける中央での値。 

(2)平面性は静的値とし、２ｍ当たりの水準変化量を示す。 

(3)曲線におけるスラック、カントおよび正矢量（縦曲線を含む）は含まない。 

 

表２ 分岐器の整備目標値      （単位：㎜） 

軌道変位の種別 
整備目標値 

本線の分岐器 その他の分岐器 

軌 間 ＋６、－４（クロッシング部 ＋５、－３） 

水 準 ９ １１ 

高 低 ９ １１ 

通 り ９ １１ 

平面性 １２（カントのてい減量を含む） 

バックゲージ *15 １,０２３～１,０３０ 

注(1)高低、通りは、延長１０ｍにおける中央での値。 

(2)平面性は静的値とし、２ｍ当たりの水準変化量を示す。 

(3)曲線におけるスラック、カントおよび正矢量（縦曲線を含む）は含まない。 

(4)軌間およびバックゲージ測定にあたっては、鼻端レール*16のフローの影響を

控除すること。 

 

軌道部材については、レール、道床・路盤、まくらぎ、レール締結装置及び分岐

器等の検査があり、各軌道部材の変形、損傷等の状態について、１年周期で行うこ

ととされている。 

                         
*15

  ここでいう「バックゲージ」とは、クロッシング部のガードレールの導線と対応するノーズレールの軌間 

線との距離をいう。 
*16   

「鼻端レール」とは、ノーズレールともいう。 
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このうち、本線のレールについては、レール摩耗高が摩耗限度値に達した場合に、

レール交換することとされている。 

レールの摩耗限度値は表３のとおりである。 

 

表３ 本線のレールの摩耗限度値     （単位：㎜） 

種別 
摩耗高 

５０ｋｇ ４０ｋｇ 

一般軌道（レール頭部） １１ １０ 

分
岐
器 

ポイント １１ ８ 

クロッシング １１ ９ 

ガード 
バックゲージが修正できない 
程度に摩耗したもの 

分岐器内レール １１ ８ 

・ポイント先端摩耗限度 

 ａ．基本レール    ５ｍｍ 

 ｂ．トングレール   ６ｍｍ 

 

2.3.2.4 軌道変位に関する情報 

事故現場付近における本事故前直近の軌道変位検査は、一般軌道については、 

２番線の０ｋ０００.０ｍ～０ｋ０６０.０ｍは平成２４年１０月５日に、１番線の

０ｋ０００.０ｍ～０ｋ０６０.０ｍ及び０ｋ１１０.０ｍ～道場南口駅方は平成  

２４年９月２１日に、可搬式軌道変位計測装置により実施されており、いずれの 

軌道変位も整備基準値内であった。分岐器については、本件両開き分岐器及び本件

ＤＳＳの軌道変位検査は、平成２５年５月７日に手計測により実施されており、 

いずれの軌道変位も整備目標値内であった。 

また、本事故後の平成２５年５月２９日に、２番線から道場南口駅方面への進路が

構成されている状態で、０ｋ０７７.６ｍ～０ｋ１０５.１ｍまで０.５ｍ～１.０ｍ

間隔で、手計測により軌道変位の測定を行った。 

なお、軌道変位のうち通り変位については、2.3.2.2 に記述したように、事故現場

付近は本件両開き分岐器内の右曲線のあと、約７.３ｍの直線を経て、本件ＤＳＳ

のポイント２６イの左曲線となる、短距離の間で曲線半径等が変化する線形である

こと、及び事故現場付近の軌道変位の定期検査は分岐器の定められた測点での検査

であることから、曲線半径による通り正矢量を差し引いて求められる通り変位には、

測点の僅かなずれによる影響が含まれる可能性がある。そのため、車両の走行安全
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性という観点から現場の軌道変位を評価する手段として、他の事業者でも採用され

ている「移動平均法による軌道変位*17」により、通り変位を算出することとし、こ

こでは、測定値からその点を含む４ｍ間における測定値の平均値を減じた値を、

‘移動平均法による通り変位’として用いることとした。 

その結果、事故現場付近の軌道変位は次のとおりであった。 

(1) 軌間変位は、本件ＤＳＳ内で最大７.３mm であり、分岐器の整備目標値を

超過していたが、一般軌道の整備基準値（１４mm）に比べて十分に小さかっ

た。 

(2) 水準変位及び高低変位は、分岐器の整備目標値内であった。また、水準変

位は－３.０～３.０mm の範囲であり、２ｍ平面性変位は、整備目標値内で

あった。 

(3) 移動平均法による通り変位は、本件ＤＳＳのポイント２６イのトングレー

ル先端付近で最大１０.８mm であり、分岐器の整備目標値を超過していたが、

一般軌道の整備基準値（１５mm）に比べて小さかった。なお、この付近にお

いて、移動平均法による通り変位は－６.７mm から１０.８mm へと進行方向

に向かって、曲線半径を小さくする方向に変化していた。 

（付図３ 事故現場の配線及び略図、付図５ 事故現場付近の軌道変位（本事故後） 

参照） 

 

2.3.2.5 軌道部材に関する情報 

本事故前直近の主な軌道部材の定期検査の実施状況は、次のとおりであり、各検

査の記録及び検査結果に、異常を示すものは見られなかった。 

レール摩耗検査      平成２４年１１月 ６ 日～１１月２２日 

分岐器レール摩耗検査     平成２４年 ６ 月２０日～ ７ 月 ６ 日 

分岐器トングレール摩耗検査    平成２４年 ６ 月２２日～ ７ 月 ６ 日 

まくらぎ検査      平成２４年 ８ 月 ８ 日～ ８ 月３１日 

分岐器検査（一般）     平成２５年 ５ 月 ７ 日 

分岐器機能検査（本件両開き分岐器）  平成２４年１２月２０日 

分岐器機能検査（本件ＤＳＳ）    平成２５年 １ 月 ７ 日 

 

軌道部材の検査のうちレール摩耗については、本事故後に、定期検査で行われて

いるレール摩耗量の測定に加えて、本件ＤＳＳのポイント２６イの基本レールと右

                         
*17   ここでいう「移動平均法による軌道変位」とは、軌道変位の検査における測定値から、測点付近の一定 

区間の測定値の平均値を減じた値をいう。 
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トングレールを密着させた状態で、トングレール先端付近の断面形状の測定を行っ

た。 

本件両開き分岐器及び本件ＤＳＳのポイント２６イについては、平成２３年度、

平成２４年度及び本事故後のレール摩耗検査の記録によれば、いずれのレール摩耗

量も摩耗限度値内であり、摩耗の進行も見られなかった（表４参照）。また、本件

ＤＳＳのポイント２６イの右トングレール先端付近の断面形状の測定記録を確認し

た結果、特に異常は見られなかった。 

なお、事故現場付近の、まくらぎ、道床・路盤及びレール締結装置等の軌道材料

についても、異常は見られなかった。 

 

表４ レール摩耗量の測定結果 （単位：mm） 

 

（付図３ 事故現場の配線及び略図、付図６ ポイント２６イの基本レールと右ト

ングレールを密着させた状態での断面形状（本事故後） 参照） 

 

2.3.3 車両に関する情報 

2.3.3.1 車両の概要 

車  種     直流電車（１,５００Ｖ） 

編成両数     ４両 

編成定員     ５１０人（座席定員２０２名） 

記号番号 

← 有馬口駅方                     道場南口駅方 → 

列車進行方向

：脱線軸

１両目
２両目

（本件車両）
３両目４両目

５００９号車（Mc）５１１０号車（M）５１０９号車（M）５０１０号車（Mc）

基本レール 基本レール

検査時期
先端～200mm

間
先端から
10mm

トングレール
先端部

先端～200mm
間

先端から
10mm

トングレール
先端部

平成23年
5月17日～6月17日

2.0 1.5 0.0 0.4 0.2 0.3

平成24年
6月20日～7月6日

2.0 1.3 0.3 0.3 0.1 1.1

本事故後 1.5 1.5 0.0 0.2 0.3 0.1

　　　※測定値には若干の誤差が内在している。

右トングレール 左トングレール
本件DSSポイント26イ　レール摩耗量
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台車       ダイレクトマウント台車 

軸箱支持方式   軸梁式 

軸距       ２.１０ｍ 

台車中心間距離  １２.００ｍ 

連結器間距離   １８.１４ｍ 

車輪踏面形状   円錐踏面 

フランジ角度*18  ７０° 

空車質量     ３５.３ｔ（１両目車両）、３２.３ｔ（本件車両） 

製造年      平成７年 

（付図８ 軌道と車両の寸法の関係 参照） 

 

2.3.3.2 車両の整備に関する情報 

車両の整備については、届出実施基準の一部である車両実施基準及び同社の社内

規程である電車限度表で定められている。車両の定期検査の種類は、列車検査、状

態・機能検査、重要部検査及び全般検査があり、検査ごとに定められた期間又は車

両の走行距離によって定期的に行われている。 

輪軸については、状態・機能検査、重要部検査及び全般検査で、車輪径、車輪内

面距離、フランジ厚さ及びフランジ高さの検査を行うこととされている。 

各項目の使用限度値は表５のとおりである。 

 

表５ 輪軸に関する使用限度値 

項目 使用限度値 

車輪径 ７８０mm以上 

車輪内面距離 ９９０～９９４mm 

フランジ厚さ １９mm以上 

フランジ高さ ２５～３２mm 

 

また、車両の静止輪重比*19については、重要部検査及び全般検査で輪重の測定を

行い、０.９～１.１以内となるように管理することとされている。 

 

                         
*18

   「フランジ角度」とは、車輪のフランジ面が車軸の中心軸となす最大角度をいう。一般軌道では、フラ

ンジ角度が大きいほど脱線しにくい。 
*19

   「静止輪重比」とは、１軸の輪軸に対し、片側の車輪の輪重をその軸の平均輪重で除した値をいう。 
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2.3.3.3 車両の検査等に関する情報 

(1) 定期検査の実施状況 

本件列車の１両目及び本件車両について、本事故前直近の定期検査等の実

施状況は、次のとおりであり、各検査の記録に異常を示すものは見られな

かった。 

全般検査  平成２１年１２月１０日 

状態・機能検査 平成２５年 ３ 月２９日 

列車検査  平成２５年 ５ 月２５日 

車輪削正  平成２４年 ５ 月１４日 

(2) 輪軸の状況 

本事故前直近の状態・機能検査（平成２５年３月２９日）における、本件

車両の輪軸各部の寸法測定結果は表６のとおりであり、車輪径、車輪内面距

離、フランジ厚さ及びフランジ高さは、いずれも表５に示す使用限度値内で

あり、異常は見られなかった。 

 

表６ 本件車両の状態・機能検査における輪軸寸法測定結果   単位：mm 

※新品車輪のフランジ厚さは２９.０mm、フランジ高さは２６.０mmである。 

 

また、本事故後に本件列車の１両目及び本件車両については、定期検査で

行われている輪軸各部の寸法測定に加えて、車輪の断面形状の測定を行った。

輪軸各部の寸法測定の結果を表７に、車輪の断面形状の測定結果の一部を 

図３に示す。 

輪軸各部の寸法測定結果については、車輪径、車輪内面距離、フランジ厚

さ及びフランジ高さは、いずれも表５に示す使用限度値内であり、異常は見

られなかった。 

一方、車輪の断面形状の測定の結果、本件列車の１両目及び本件車両の車

輪は、いずれも設計断面に比べてフランジが直立に摩耗*20しており、フランジ

                         
*20

   「直立に摩耗」とは、車輪のフランジ喉元部が摩耗することにより、フランジが直立になるような摩耗

のことであり、「直摩」とも呼ばれる。 

測定項目 前台車第１軸 前台車第２軸 後台車第１軸 後台車第２軸 

右車輪 左車輪 右車輪 左車輪 右車輪 左車輪 右車輪 左車輪 

車輪径 802 

 

803 802 802 803 802 802 802 

車輪内面距離 992.2 991.8 991.9 992.1 

フランジ厚さ 24.0 24.4 23.9 25.0 25.1 24.1 24.8 25.4 

フランジ高さ 26.8 26.5 26.5 26.5 26.4 26.6 26.6 26.6 
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角度は約７５°であった。このような摩耗の状況は、輪軸各部の寸法測定 

結果にも現れており、１両目及び本件車両の全ての車輪は、設計断面と比較

して、車輪フランジの摩耗によりフランジ厚さは約４～６mm 小さく、フラ

ンジ高さは約１～２mm大きかった。 

 

表７ １両目車両及び本件車両の事故後の輪軸寸法測定結果   単位：mm 

※新品車輪のフランジ厚さは２９.０mm、フランジ高さは２６.０mmである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 本件車両の前台車第１軸右車輪の断面形状及びフランジ角度 

 

(3) 車体及び台車の状況 

本件車両の車体及び台車の各部については、本事故前直近の全般検査（平成

２１年１２月１０日）の結果に異常は見られなかった。また、本事故後に損

傷部の部品を交換した後、各部の寸法測定を実施したが、その結果に異常は

見られなかった。 

なお、本件列車の１両目及び本件車両の軸ばねについては、本事故後に、

ばね定数の測定を実施したが、その結果にも異常は見られなかった。 

 測定項目 前台車第１軸 前台車第２軸 後台車第１軸 後台車第２軸 

右車輪 左車輪 右車輪 左車輪 右車輪 左車輪 右車輪 左車輪 

１ 

両 

目 

車輪径 802.0 

 

801.5 802.0 802.0 802.5 801.5 803.0 802.0 

車輪内面距離 992.2 992.0 992.5 991.7 

フランジ厚さ 23.4 22.3 23.5 23.5 23.9 23.9 22.7 23.5 

フランジ高さ 27.5 27.7 26.8 27.4 26.9 27.0 27.3 27.1 

本

件

車

両 

車輪径 801.5 

 

801.0 802.0 802.0 802.0 801.0 802.0 802.0 

車輪内面距離 991.8 991.4 991.6 991.9 

フランジ厚さ 23.3 23.9 23.8 24.6 25.0 23.6 24.2 24.9 

フランジ高さ 27.4 26.9 26.7 26.7 26.8 26.9 26.7 26.7 

65  55  45 35 25 15 5 0 5 15 25 35 45 55 65

10

0

10

20

30

（単位：mm）

測定した車輪フランジ形状： 約７５°

車輪フランジの設計断面 ： ７０°

フランジ角度
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(4) 静止輪重及び静止輪重比の状況 

本事故前直近の全般検査（平成２１年１２月１０日）における、本件車両

の静止輪重の測定結果は表８のとおりであり、静止輪重比は管理値（０.９

～１.１）内の値であった。また、本事故後に、本件車両の損傷した空気ば

ね及び軸ばねライナーを交換して静止輪重を測定（平成２５年６月２６日）

した結果は表９のとおりであり、静止輪重比は管理値内の値であった。 

 

表８ 全般検査における本件車両の静止輪重及び静止輪重比 

 

表９ 本事故後の本件車両の静止輪重及び静止輪重比 

 

(5) 車輪削正の状況 

本件車両の車輪削正は、本事故前直近では平成２４年５月１４日に実施され

ており、車輪削正後、本事故までの走行距離は１１２,２８０.８km であった。 

 

2.3.4 列車本数に関する情報 

(1) 有馬口駅２番線を出発して道場南口駅方面に向かう列車は、平日が１日当

たり５本、休日が１日当たり０本である。これに対して、有馬口駅１番線を

出発して道場南口駅方面に向かう列車は、平日が１日当たり７８本、休日が

１日当たり７９本である。 

(2) 当日の本事故発生前には、２番線を出発して道場南口駅方面へ４本の列車

が走行しており、本件列車は５本目であった。本件列車の直前の列車は、 

１９時２９分ごろに事故現場を走行したが、特に異常はなかった。 

 

２.４ 鉄道施設及び車両の損傷、痕跡等に関する情報 

2.4.1 鉄道施設の損傷及び痕跡等の状況 

鉄道施設の主な損傷及び痕跡等の状況は次のとおりであった。（ＤＳＳの各部材

測定項目 前台車第１軸 前台車第２軸 後台車第１軸 後台車第２軸 

右車輪 左車輪 右車輪 左車輪 右車輪 左車輪 右車輪 左車輪 

輪重(kN) 37.8 

 

38.9 35.2 40.6 40.8 34.2 37.7 36.7 

静止輪重比 0.98 0.92 1.08 1.01 

測定項目 前台車第１軸 前台車第２軸 後台車第１軸 後台車第２軸 

右車輪 左車輪 右車輪 左車輪 右車輪 左車輪 右車輪 左車輪 

輪重(kN) 34.7 

 

40.6 35.8 38.5 40.2 33.7 37.5 36.0 

静止輪重比 0.92 0.96 1.08 1.02 
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の名称については、Ｐ.６図２参照） 

(1) 本件ＤＳＳのポイント２６イの右トングレール先端付近には、先端から約

２５mm より前方の頭部に、車両の右車輪のフランジが走行したことによる

ものと見られる痕跡（明るい照り面）があった。ただし、車輪が徐々に乗り

上がる状況を示す痕跡はなかった。 

(2) ポイント２６イの右トングレールの中央部付近から、トングレール及び可

動レールのレール頭頂面には、本件車両の車輪が走行したこと又は床下機器

が接触したことによるものと見られる痕跡があった。 

(3) 本件ＤＳＳのポイント２６イの左トングレールには、基本レールと接する

側のレール側面に、本件車両の左車輪が接触したことによるものと見られる

痕跡があった。また、左トングレールと‘へ形レール’の継目付近からは、

左車輪がレール頭頂面に乗り上がり、へ形レール上を走行したことによるも

のと見られる痕跡があった。 

(4) 本件ＤＳＳのポイント２６イの左トングレールと基本レールの間にある止

め金具には、左車輪のフランジが接触したことによるものと見られる痕跡が

あった。 

(5) 本件ＤＳＳのポイント２７イとポイント２７ロハの間のへ形レール、トン

グレール及びスリップレールのレール頭頂面には、本件車両の車輪が乗り上

がって走行したことによるものと見られる痕跡及び車両の床下機器が接触し

たことによるものと見られる痕跡があった。また、これらの痕跡より前方の

まくらぎ及びゲージストラット*21には、車輪が走行したことによるものと見

られる痕跡があった。 

(6) 本件ＤＳＳの前方にある有馬温泉駅方面に向かう線路の左レールは、レー

ル継目が破損し、レールは左側に湾曲して損傷もあった。また、この付近の

レール締結装置は破損していた。 

(7) 本件ＤＳＳの手前には、特に痕跡は見られなかった。 

（付図３ 事故現場の配線及び略図、付図４ 本件ＤＳＳの状況及び痕跡、写真１ 

事故現場の状況、写真３ 事故現場の軌道の痕跡の状況（その１）、写真４ 事

故現場の軌道の痕跡の状況（その２） 参照） 

 

 

 

                         
*21

  「ゲージストラット」とは、クロッシング部において、軌間保持のために左右レール間に敷設する器具の 

ことである。 
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2.4.2 車両の損傷及び痕跡等の状況 

本件車両の主な損傷等の状況は次のとおりであった。 

(1) 前台車第１軸の右車輪には、車輪の円周方向に沿って車輪踏面側からフラ

ンジ先端側に向かう長さ約５００mm の擦傷痕及び打痕があった。また、車

輪の内側面には擦傷痕が多数あった。 

(2) 前台車第１軸の左車輪には、外側面と内側面に擦傷痕が多数あった。 

(3) 前台車第２軸の右車輪には、ほとんど損傷はなかった。 

(4) 前台車第２軸の左車輪には、フランジ部に車輪の円周方向に沿う線状の傷

及び打痕等があった。 

(5) 前台車の空気ばねは、右側にずれており、損傷があった。 

(6) 前台車第１軸のギアユニット底面及び側面には、擦過痕があった。また、

左車輪側の軸ばねは、ライナー及び防振ゴム調整板が変形していた。 

(7) 前台車第２軸のギアユニット底面及び側面には、擦過痕があった。また、

主電動機には、損傷があった。 

(8) １両目車両の後方及び本件車両の前方の連結器は損傷し、胴受けは曲損し

ていた。 

（写真５ 本件車両の痕跡の状況（その１）、写真６ 本件車両の痕跡の状況（その

２） 参照） 

 

２.５ 乗務員に関する情報 

運転士    男性  ２９歳 

甲種電気車運転免許 平成２４年１２月１１日 

 

２.６ 運転に関する情報 

同社によれば、本事故現場付近を通過する列車の制限速度は２５km/hである。 

 

２.７ 電気設備に関する情報 

事故現場付近の電気転てつ機及び継電連動装置の定期検査の結果には、異常は見ら

れなかった。また、継電連動装置の動作記録によれば、本事故発生時は、２番線から

道場南口駅方面への進路が構成されていた。 

 

２.８ 気象に関する情報 

本事故発生当時の事故現場付近の天気は小雨であった。 
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２.９ 本事故後の暫定措置と試験列車による走行試験に関する情報 

2.9.1 本事故後の暫定措置と走行試験の概要 

本事故発生時は、2.3.2.2 に記述したように、有馬口駅２番線を出発した本件列車が

走行する本来の進路の線路の線形は、本件両開き分岐器内の右曲線（半径２３６ｍ）

のあと、約７.３ｍの直線を経て、本件ＤＳＳのポイント２６イの左曲線（半径  

１１８ｍ）となる、Ｓ字状の線形であった。一方、１番線を出発する列車が走行する

線路の線形は、本件両開き分岐器内の左曲線（半径２３６ｍ）のあと、約７.３ｍ

の直線を経て、本件ＤＳＳのポイント２６イの左曲線（半径１１８ｍ）となる、左

曲線と直線の線形であった。 

同社は、本事故後に、列車の運転を再開するための暫定措置として、本件ＤＳＳを

撤去して８番片開き分岐器（半径１１８ｍ）を設置した。有馬口駅を出発して道場

南口駅方面に向かう列車に対しては、事故現場付近の線路の線形は、暫定措置後も

本事故発生時と同様であることから、同社は、平成２５年８月２日に、事故現場付

近の線形が本事故の発生に与えた影響を確認するために、事故現場付近のレールに、

輪重・横圧測定用の歪ゲージを貼付して、４両編成の車両による走行試験を実施した。 

本事故発生時と暫定措置（走行試験時）の構内配線の比較を図４に示す。 

 

図４ 本事故発生時及び暫定措置（走行試験時）の構内配線図 

 

2.9.2 走行試験の結果 

事故現場付近の線形が本事故の発生に与えた影響を確認するため、列車が有馬口

駅を出発する番線（１番線・２番線）ごとに、輪重・横圧の測定値を整理した。本

事故発生時の本件ＤＳＳのポイント２６イの位置に相当する測点での輪重・横圧の

測定結果は、概略次のとおりである。 

本事故発生時

暫定措置（走行試験時）



 

- 18 - 

 

(1) 右トングレール先端付近に相当する測点では、２番線から出発した列車の

走行時には、１番線から出発した列車の走行時に比べて、車両の前台車第１

軸が走行するときに、横圧が大きくなる傾向にあり、２０kN を超える例が

見られた。 

(2) (1)より前方の右トングレールとスリップレールの継目付近に相当する測点

では、車両の前後台車第２軸が走行するときの横圧は大きくなく、２～７kN

程度であった。また、前後台車の第１軸が走行するときの横圧は、第２軸よ

りは大きかったが、トングレール先端付近の測定値より小さく、２０kN を

超える例は見られなかった。 

（付図７ 走行試験による横圧の測定結果（その１）、（その２） 参照） 

 

２.１０ 車輪形状に関する情報 

 車輪削正後に本件車両と同程度の距離を走行した、他の車両８両の車輪について、

定期検査で行われたフランジ厚さ及びフランジ高さの測定記録を確認したところ、使

用限度値内であるが、いずれの車輪も設計断面に比べて、本件車両と同程度にフラン

ジが直立に摩耗していた。 

 

２.１１ その他の情報 

 同社では、過去にも平成１８年１月２２日及び２月４日に有馬口駅構内で２件の列

車脱線事故が発生している。当委員会における、これらの列車脱線事故の調査による

と、事故の原因及び再発防止策の概略は次のとおりである。なお、これら２件の列車

脱線事故は、本事故とは異なる構造の分岐器で発生したものであり、すでに同社にお

いて、原因に応じた再発防止策が講じられている。（詳細は、運輸安全委員会ホーム

ページ 鉄道事故調査報告書 ＲＡ２００７－６－１及びＲＡ２００７－６－２を参照。） 

 

 2.11.1 平成１８年の列車脱線事故の概要、原因 

平成１８年１月２２日の列車脱線事故は、有馬線有馬口駅４番線を出発した鈴蘭

台駅行きの上り列車が、分岐器に背向で進入してポイント部で乗り上がり脱線した

ものである。また、平成１８年２月４日の列車脱線事故は、有馬線有馬口駅１番線

に到着する新開地駅発三田駅行きの下り列車が、分岐器に対向で進入してリード部

で乗り上がり脱線したものである。これら２件の列車脱線事故は、いずれも大正 

１４年形３７㎏レール用８番片開き分岐器内で発生していた。 

２件の列車脱線事故の原因については、 

(1) 列車が分岐器を通過する際、分岐器の構造的な平面性変位により車輪の輪

重が減少したこと、 
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(2) 脱線した車両の車輪は、車輪削正直後の状態に近く車輪踏面が粗い状況で

あったため、車輪・レール間の摩擦係数が通常より大きくなったことにより

横圧が増加したこと、 

(3) さらに、平成１８年１月２２日の列車脱線事故にあっては、(1)及び(2)に

加えて、列車がトングレールから基本レールに乗り移る際に、分岐器が入射

角（約２°）を有することにより衝撃的な横圧が生じたこと 

から、列車脱線事故が発生したものと考えられるものであった。 

なお、車両が乗り上がりを開始した付近のレールの摩耗形状についても、関与し

た可能性が考えられるとしている。 

 

 2.11.2  平成１８年の列車脱線事故後に講じられた措置 

2.11.1 に記述した２件の列車脱線事故後に、同社が講じた主な再発防止策は、

次のとおりである。 

(1) 分岐器内レールの摩耗管理については、レール摩耗測定器を導入し、年１

回の目視から年２回の測定とし、その後、測定結果を踏まえて年１回の測定

とした。 

(2) 車輪削正時には、仕上げ削りを行うこととした。 

(3) 有馬口駅構内における２台の３７㎏レール用分岐器を構造的な平面性変位

及びトングレールが曲線形状で入射角がない５０㎏Ｎレール用分岐器に交換

した。なお、３７㎏レール用分岐器が設置されている間の対策として、ポイ

ント部の基準線側への鎖錠及び１５㎞/hの速度制限を実施した。 

(4) 有馬口駅構内以外に設置されている３７㎏レール用分岐器（全３台）につ

いては、２台は５０㎏Ｎレール用分岐器に交換し、１台は撤去した。なお、

３７㎏レール用分岐器が設置されている間の対策として、ポイントガード及

びリードガードを設置した。 

(5) 脱線事故等が発生した場合には、直ちに発報信号による停止信号を現示す

るよう文書により周知徹底するとともに、関係社員に対して、列車防護に関

する教育・訓練を実施した。 

 

 

３ 分 析 
 

３.１ 脱線地点に関する分析 

2.4.1 に記述した軌道上の痕跡から、本件列車は有馬口駅２番線を出発して速度 

２３～２４km/h で走行中、本件ＤＳＳのポイント２６イの右トングレール先端付近
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から、本件車両の前台車第１軸の右車輪が乗り上がり、本来の進路と異なる有馬温泉

駅方面に進入して脱線したものと考えられる。 

また、本件車両の前台車第２軸は、本件ＤＳＳのポイント２６イでは本来の進路に

進入したが、第１軸の異線進入の影響により、本件ＤＳＳのポイント２７イとポイント

２７ロの間を走行中に、右へ脱線したものと考えられる。 

 

３.２ 軌道に関する分析 

本事故現場付近の軌道については、 

(1) 2.3.2.4 に記述したように、軌道変位は、本事故前直近に実施された定期検

査及び本事故後に測定された検査の結果、同社の土木実施基準で定められた整

備基準値を超えるようなものは見られなかったこと、 

(2) 2.3.2.5 に記述したように、本件両開き分岐器及び本件ＤＳＳの軌道材料は、

本事故前直近に実施された定期検査及び事故後に測定された検査等の結果、

レール摩耗量及びレール断面形状等に異常は見られなかったこと 

から、軌道変位及び軌道材料の状況は、通常の検査において問題となるような異常は

なかったものと考えられる。 

ただし、2.3.2.4 に記述したように、本事故後の移動平均法による通り変位は、車

輪がレールに乗り上がったと考えられる地点付近で、曲線半径を小さくする側に変化

していた。この移動平均法による通り変位には、本件ＤＳＳがポイント２６イの右ト

ングレール先端付近において、2.3.2.2(7)に記述した設計上の入射角（約０.３８°）

を有することによる変位も含まれており、入射角を有していない場合と比較すると、

この付近ではアタック角*22が大きくなるために、比較的大きな横圧が発生しやすかっ

た可能性があると考えられる。 

 

３.３ 車両に関する分析 

本件車両については、2.3.3.3 に記述したように、本事故前直近に実施された定期

検査及び本事故後に測定された検査の結果、車体、台車及び輪軸の寸法は、同社の社

内規程で定められた使用限度値内の値であり、異常は見られなかった。また、静止輪

重比についても、管理値内の値であり、異常は見られなかった。 

ただし、2.3.3.3(2)に記述したように、本事故後に本件車両の車輪について、寸法

及び断面形状を測定した結果、使用限度値内であるものの、フランジの厚さ方向に約

４～６mm 及び高さ方向に約１～２mm の摩耗があり、その形状はいずれも設計断面に

                         
*22

   「アタック角」とは、車輪がレール上を転動するときの車輪とレールとの相対角度のことであり、この

角度が大きいほど乗り上がり脱線に対する安全性が低下するものである。 
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比べてフランジが直立に摩耗し、フランジ角度は約７５°であった。また、２.１０

に記述したように、車輪削正後に本件車両と同程度の距離を走行した他の車両の検査

記録においても、同様の傾向であることが確認された。 

この摩耗は、上述のとおり使用限度値内の値であり、通常の検査において問題とな

るものではない。また、一般に車輪のフランジ角度が大きい場合には、一般軌道にお

ける乗り上がり脱線に対する余裕は大きくなる。しかし、分岐器のトングレール先端

付近における車輪とレールの接触点を考える場合は、車輪のフランジ先端がトング

レールに近づき、接触して乗り上がる可能性が考えられる。 

本事故においても、車輪のフランジが直立に摩耗し、同社の車輪の設計断面に比べ

てフランジ角度が大きかったことから、右車輪のフランジ先端付近は、本件ＤＳＳの

ポイント２６イの右トングレールに乗り上がりやすい状態であったものと考えられる。 

（付図９ ポイント２６イのトングレール先端付近における軌道と本件車両の前台

車第１軸右車輪の形状の関係 参照） 

 

３.４ 事故現場付近の分岐器の開通方向に関する分析 

 本事故発生直前の、事故現場付近の分岐器の開通方向については、 

(1) ２.１に記述したように、本件運転士は、出発信号機に進行信号が現示され

ていること及び出発指示合図器に「○」が表示された（出発の指示）のを確

認して、有馬口駅を出発したと口述していること、 

(2) ２.７に記述したように、継電連動装置の動作記録によれば、本事故発生時

は、２番線から道場南口駅方面への進路が構成されていたこと 

から、本来の進路が構成されていたものと推定される。 

 

３.５ 走行速度に関する分析 

 本事故発生時の走行速度については、 

(1) ２.１に記述した本件運転士の口述及び運転状況記録装置の記録から、本件

列車は事故現場付近を２３～２４km/hで走行していたと考えられること、 

(2) ２.６に記述したように、事故現場付近の列車の制限速度は２５km/hである

こと 

から、本事故への影響はなかったと推定される。 

 

３.６ 事故現場付近の線形と本事故発生への影響に関する分析 

 2.3.1 に記述したように、有馬口駅を出発して道場南口駅方面に向かう列車は、 

１番線又は２番線を出発し、本件両開き分岐器を背向で通過した後、本件ＤＳＳを通

過する。2.9.1 に記述したように、２番線を出発した本件列車が走行する本来の進路の
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線路の線形は、本件両開き分岐器内の右曲線（半径２３６ｍ）のあと、約７.３ｍの

直線を経て、本件ＤＳＳのポイント２６イの左曲線（半径１１８ｍ）となる。 

また、2.3.3.1 に記述したように、本件車両の寸法は、軸距２.１０ｍ、台車中心

間距離１２.００ｍ及び連結器間距離１８.１４ｍであるので、２番線を出発する列車

の車両は、１車両の第１軸から第４軸までの距離（１４.１０ｍ）の範囲で、曲線の

向きが逆となるＳ字状の線形を走行することになる。 

一方、2.9.1 に記述したように、１番線を出発する列車が走行する線路の線形は、

本件両開き分岐器内の左曲線（半径２３６ｍ）のあと、約７.３ｍの直線を経て、本

件ＤＳＳのポイント２６イの左曲線（半径１１８ｍ）となるので、反向する曲線（右

曲線）はなく、左曲線のみと直線の線形を走行することになる。 

こうした線形の影響によって、2.9.2(1)に記述したように、２番線から出発した列

車の走行時には、１番線から出発した列車の走行時に比べて、本事故発生時に車輪の

レール乗り上がりが開始したとみられる本件ＤＳＳのポイント２６イの右トングレー

ル先端付近に相当する測点において、車両の前台車第１軸が走行するときに、横圧が

大きくなる傾向にあり、２０kN を超える例が見られた。よって、事故現場付近にお

いて、１車両の長さよりも短い、第１軸から第４軸までの距離（１４.１０ｍ）の範

囲でＳ字状に変化する線形を車両が走行したことが、脱線に対する余裕を小さくした

ものと考えられる。 

（付図８ 軌道と車両の寸法の関係 参照） 

 

３.７ トングレール先端が開口した可能性に関する分析 

 事故現場付近の軌道と車両の寸法の関係については、 

(1) 2.3.2.2(7)に記述したように、本件ＤＳＳのポイント２６イの右トング

レールの長さは４.２０ｍであること、 

(2) 2.3.3.1 に記述した車両の寸法から、本件車両の前台車第１軸と１両目の 

後台車第２軸との距離を算出すると４.０４ｍであること 

から、本件車両の前台車第１軸の車輪が本件ＤＳＳのポイント２６イの右トングレー

ル先端付近を走行時には、１両目の後台車第２軸は右トングレールとスリップレール

の継目付近を走行することになる。このとき、右トングレールとスリップレールの継

目付近において大きな横圧が発生した場合、トングレール先端が僅かに開口する可能

性が考えられ、本件車両の前台車第１軸の車輪のフランジ先端付近がトングレールに

近づき、接触して乗り上がりやすい状態になる可能性が考えられる。 

しかし、2.9.2(2)に記述したように、本事故発生時に本件ＤＳＳのポイント２６イ

の右トングレールとスリップレールの継目付近に相当する測点では、台車の第２軸が

走行するときの横圧は２～７kN 程度と大きくないことから、トングレール先端が開
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口するような、上述した状況となった可能性は低いと考えられる。 

（付図８ 軌道と車両の寸法の関係 参照） 

 

３.８ 脱線に関する分析 

３.１～３.７に記述した分析をまとめると、軌道、車両、電気設備及び運転状況は、

それぞれ同社の基準値又は使用限度値等内の状態にあったが、以下の要因が複合した

ことにより、本件車両の前台車第１軸右車輪が本件ＤＳＳのポイント２６イの右トン

グレール先端に乗り上がり、本来の進路と異なる有馬温泉駅方面に進入して脱線した

ものと考えられる。 

(1) ３.６に記述したように、事故現場付近においては、車両の長さ（１８.１４ｍ）

よりも短い、１車両の第１軸から第４軸までの距離（１４.１０ｍ）の範囲で

Ｓ字状に変化する線形を車両が走行したことにより、車輪が乗り上がりを開

始したと考えられる地点付近で、車両の前台車第１軸が走行したときの横圧

が大きくなったこと。 

(2) ３.２に記述したように、本件ＤＳＳはポイント２６イのトングレール先端

付近において、設計上の入射角（約０.３８°）を有していること、及びこの

設計上の変位を含む移動平均法による通り変位は、車輪がレールに乗り上

がったと考えられる地点付近で曲線半径を小さくする側に変化していたこと

から、比較的大きな横圧が発生しやすかった可能性があること。 

(3) ３.３に記述したように、本件車両の車輪は、設計断面に比べてフランジが

直立に摩耗しておりフランジ角度が大きかったことから、トングレール先端

付近において、右車輪のフランジ先端が本件ＤＳＳのポイント２６イの右ト

ングレールに近づいており、車輪のフランジ先端がトングレールに接触して

乗り上がる可能性があったこと。 

 なお、２.11 に記述したように、過去に発生した２件の列車脱線事故は、本事故と

は異なる構造の分岐器で発生したものであり、すでに同社において、原因に応じた再

発防止策が講じられていること、及び上述した（1）～（3）の分析結果から、本事故

とは異なる原因の事象であったと考えられる。 

 

 

４ 原 因 
 

本事故は、三田線有馬口駅２番線を出発した列車が、有馬口駅構内の両開き分岐器

を通過後、ダブルスリップスイッチのポイントの右トングレール先端付近で、２両目

の前台車第１軸の右車輪のフランジがトングレールに乗り上がり、本来の進路と異な
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る有馬温泉駅方面に進入して脱線したものと考えられる。また、前台車第２軸は、 

ダブルスリップスイッチのポイントでは本来の進路に進入したが、第１軸の異線進入

の影響により、ダブルスリップスイッチ内で右へ脱線したものと考えられる。 

２両目の前台車第１軸の右車輪が乗り上がったことについては、軌道、車両、電気

設備及び運転状況はそれぞれ同社の基準値又は使用限度値等内の状態にあったが、 

(1) 車両の長さ（１８.１４ｍ）よりも短い、１車両の第１軸から第４軸までの距

離の範囲でＳ字状に変化する線形を車両が走行したことにより、車両の前台車 

第１軸が走行したときの横圧が大きくなったこと、 

(2) 事故現場に敷設されていた入射角を有するダブルスリップスイッチのトング

レール先端付近においては、通り変位が曲線半径を小さくする側に変化していた

ことから、比較的大きな横圧が発生しやすかった可能性があること、 

(3) 車両の車輪は、設計断面に比べてフランジが直立に摩耗していたことから、 

トングレール先端付近において、車輪のフランジ先端がトングレールに近づいて

おり、車輪のフランジ先端がトングレールに接触して乗り上がる可能性があった

こと 

が、複合したことによると考えられる。 

 

 

５ 再発防止策 
 

５.１ 必要と考えられる再発防止策 

分岐器が連続するような区間において、車両の長さよりも短い距離の範囲でＳ字状

に変化する線形を車両が走行する場合には、比較的大きな横圧が作用する可能性があ

ると考えられることから、２つの曲線の間に、車両の長さよりも長い直線を設けるこ

とが望ましい。また、入射角を有しない分岐器に交換することも、車両がトングレー

ル先端付近を走行するときの横圧を低減させるのに有効である。 

また、車輪フランジが直立に摩耗してフランジ角度が大きくなると、一般軌道にお

ける乗り上がり脱線に対する余裕は大きくなるが、分岐器のトングレール先端付近に

おける車輪とレールの接触に関しては、車輪のフランジ先端がトングレールに近づき、

接触して乗り上がる可能性があるため、脱線に対する余裕を小さくする可能性がある

と考えられる。よって、分岐器において車輪フランジの直立摩耗が関与して脱線が発

生することのないよう、トングレールの形状などの分岐器の構造等との関係を考慮し

た上で、管理方法を検討することが望ましい。 
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５.２ 本事故後に同社が講じた措置 

同社は、本事故後に次の措置を講じた。 

(1) 本事故後、ダブルスリップスイッチを撤去して、入射角を有しない８番片

開き分岐器を設置し、平成２５年６月１日から運転を再開した。なお、同分

岐器にはポイントガードを設置した。 

(2) その後、有馬口駅構内の線形の見直しを行い、有馬口駅から三田駅方面へ

の列車は１番線、新開地駅方から有馬温泉駅方面への直通列車は２番線から

の発車とすることとした。なお、この線形の見直しにより、事故現場付近に

おいて、車両の長さよりも短い距離の範囲でＳ字状に変化する線形はなくな

ることとなる。 

（付図１０ 有馬口駅構内の配線変更工事（神戸電鉄提供資料） 参照） 
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付図１ 三田線路線図 
三田線 有馬口駅～三田駅間 １２.０㎞（単複線） 

 

付図２ 事故現場付近の地形図  
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付図３ 事故現場の配線及び略図 
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付図４ 本件ＤＳＳの状況及び痕跡 
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付図５ 事故現場付近の軌道変位（本事故後） 
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付図６  ポイント２６イの基本レールと右トングレールを 
  密着させた状態での断面形状（本事故後） 
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付図７ 走行試験による横圧の測定結果（その１） 
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付図７ 走行試験による横圧の測定結果（その２） 
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付図８ 軌道と車両の寸法の関係 

 

＜車両関係の寸法及び事故現場付近の線形（本件車両の前台車第1軸がポイント26イのトングレール先端の時）＞

＜軌道関係の寸法＞
ポイント26イの右トングレールの長さ：4.20m

ポイント26イの
右トングレール

１両目車両２両目車両（本件車両）

2.10m2.10m 9.90m2.10m2.10m 9.90m 4.04m

３両目車両

2.10m2.10m 9.90m 4.04m

0k087.6m

0k080.3m R=118m（左）0k066.4m

0k100.2mR=236m（右）線形
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付図９  ポイント２６イのトングレール先端付近における軌道と               
本件車両の前台車第１軸右車輪の形状の関係 
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車輪フランジの設計断面

（１）設計断面の車輪との関係

（２）直立に摩耗した車輪との関係

直立に摩耗した
車輪フランジ形状
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付図１０ 有馬口駅構内の配線変更工事 

    （神戸電鉄提供資料） 

 
 

本事故発生時 

暫定措置（走行試験時） 

配線変更工事完了後 
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写真１ 事故現場の状況 
 

 

１両目

本件車両

資材
置場

本件車両前台車
停止位置

約1 ,000mm

有馬温泉
駅方

湾曲した
有馬線の
左レール

資材の一部
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写真２ 事故現場の全景 
 

・事故当日撮影 

 
 

・事故後に撮影 

 

３番線

２番線１番線

４番線
本件両開き分岐器
（５０kgＮレール用
８番両開き分岐器）

本件ＤＳＳ
（５０kgＮレール用
８番ＤＳＳ）

本件車両

３両目、４両目移動後

３番線

２番線

１番線

４番線

有馬温泉駅方

道場南口駅方

本件ＤＳＳ

本件両開き
分岐器
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写真３ 事故現場の軌道の痕跡の状況（その１） 

 手前で１番線と２番線合流 ３番線

は、右車輪の
本来の進路

車輪によるものと
見られる止め金具
の痕跡

車両の右車輪
のフランジが
走行したことに
よると考えられ
る右トングレー
ル先端付近の
痕跡

ポイント２６イ
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写真４ 事故現場の軌道の痕跡の状況（その２） 

 
レール頭頂面の痕跡

は、右車輪の
本来の進路

列 車 進 行 方 向
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写真５ 本件車両の痕跡の状況（その１） 

  

２両目前台車第１軸 左車輪

内側面外側面

２両目前台車第１軸 右車輪

内側面外側面

ギヤユニット
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写真６ 本件車両の痕跡の状況（その２） 

 

本件車両の前台車第２軸 右車輪

内側面外側面

損傷あり

50×50mm 40×10mm

損傷なし(第１軸左車輪 内側面)

ギヤユニット
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参考付図 ＤＳＳ（ダブルスリップスイッチ）の動作概念図 

列車の進行方向

接

接
離

接

離

接

離

離

接

離

離 接

離

接

離

接

本事故の進路

※上下矢印は電気転てつ機の動作


